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Ⅳ 年金制度  

 

 

１１  公公的的年年金金制制度度のの概概要要  

  公的年金は、①①「「国国民民年年金金」」と②②「「被被用用者者年年金金」」に分けられます。 

   

① 「国民年金」は、日本国内に住所を有する２０歳以上６０歳未満の者全員に加入 

義務があります。 

  

→   国民年金は、日本年金機構から支給されます。 

             

 

② 「被用者年金」は、会社員や公務員等を加入対象とし、国民年金に上乗せして 

支給されます。 

  

→  被用者年金（公務員分）は、共済組合から支給されます。 

 

 

公的年金制度は、１～３階の建物に例えられ、図示化すると、 

下記のとおりです。 
  

自営業者等 会社員 公 務 員 年金制度 

   

３階 

 厚生年金基金 

など 

新新３階部分 

年金払い退職給付 

（正式名称：退職等年金給付） 

平成２７年１０月以降の組合員期間分 

 

② 被 用 者

年金 
P.36 

旧旧３階部分 

  経過的職域加算額 

平成２７年９月までの組合員期間の分  

P.34 

２階  老齢厚生年金 

 第１号 

   老齢厚生年金 

 
P.34 

１階 国民年金  国民年金    国民年金（老齢基礎年金） ① 国民 

年金 
P.33 

 

 公立学校共済組合長崎支部 

    年金・給付班  

095-894-3344 
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  ２２  年年金金のの支支給給開開始始年年齢齢等等ににつついいてて  

 
  （⽣年⽉⽇）             60 歳         （年⾦⽀給開始年齢）      65 歳 

昭和 30 年 4 ⽉ 2 ⽇  ⽼齢厚⽣年⾦（特別⽀給） ⽼齢厚⽣年⾦  
〜32 年 4 ⽉ 1 ⽇ 62 歳 ⽼齢基礎年⾦  

        
昭和 32 年 4 ⽉ 2 ⽇     

〜34 年 4 ⽉ 1 ⽇ 63 歳   

 
昭和 34 年 4 ⽉ 2 ⽇     

〜36 年 4 ⽉ 1 ⽇ 64 歳   

 

昭和 36年 4⽉ 2⽇以降⽣まれ     
   

   

     65 歳 

   が受け取れる年⾦    

 

 

 S30.4.2～ 

S36.4.1生まれ 

S36.4.2以降生まれ 

３階 ⑤新３階 

年金払い退職給付 
65歳から 

④旧３階 

経過的職域加算額 

 

上記の生年月日に 

応じて 

 

※65歳までの老齢厚生年

金は特別支給分（P.33） 

65歳から 
２階 ②老齢厚生年金 

 

 

③（65歳～ ＋加給年金額） 

１階 ①国民年金 

（老齢基礎年金） 
65歳から 
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昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に 

引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設け 

られたのが 、「「特特別別支支給給のの老老齢齢厚厚生生年年金金」」の制度です。 

  

○○受受給給要要件件  

  次の要件を全て満たしているときに受給権が発生します。 

① 1 年以上の被保険者期間（組合員期間）を有すること。 

② 保険料納付済期間と保険料免除期間の合算した期間(組合員期間等)が10年以上であること。 

      

○○特特例例年年金金額額  

   次のいずれかに該当する場合は、年金額に上乗せ分があります。 

 

・・障障害害者者特特例例  

障害等級 3級以上に該当する障害状態（注）にあり、退職している者 

（注）障害共済年金や障害厚生年金とは異なり、組合員である間に初診日のある 

傷病でなくても構いません。障害者手帳等との障害等級とは異なります。 

 

・・長長期期在在職職者者  

共済組合の加入期間が 44 年以上ある者で、退職している者 

 

 １階：国民年金（老齢基礎年金）①  

全期間（20歳～60歳）保険料を納めた場合の年金額 

※ 保険料免除期間がある場合には、保険料納付済月数に算入されますが、ただし、平成 21

年 3 月までの期間は「全額免除期間×1/3」「3/4 免除期間×1/2」「半額免除期間×2/3」「1/4

免除期間×5/6」で、平成 21 年 4 月からの期間は「全額免除期間×1/2」「3/4 免除期間×

5/8」「半額免除期間×3/4」「1/4 免除期間×7/8」で計算します。 

 

○国民年金の保険料納付済期間 

・国民年金の第 1 号被保険者（自営業・学生）として保険料を納めた期間 

・国民年金の第 2 号被保険者（厚生年金保険（共済年金）の被保険者（組合員）期間のうち

20 歳以上 60 歳未満）の期間 

・国民年金の第 3 号被保険者（第 2 号被保険者の被扶養配偶者）の期間 

795,000 円 × 
保険料納付済期間（月数） 

40 年×12 ヶ月 
（令和 5年度の額） 

※※特特別別支支給給のの老老齢齢厚厚生生年年金金ととはは  ＜＜SS3300..44..22～～SS3366..44..11 生生ままれれのの方方＞＞ 
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   ２階：老齢厚生年金② 、 旧３階：経過的職域加算額④  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■■■■■■学校

■■　■■　様

年 金 試 算 書

老齢厚生年金

所 属 所 名 ■■■■■■■■■学校

氏 名 ■■　■■

生 年 月 日 昭和■年■月■日

組 合 員 番 号 ■■■■■■■

受給権発生年月 令和10年08月

組

合

員

期

間

自 年 月 日 至 年 月 日

昭和61年04月01日 令和06年03月31日

38 年 0 月 

＜共済組合から支給する年金＞

令令和和1100年年0099月月～～ 114433  万万円円

※６５歳からは、老齢基礎年金（国民年金）が、日本年金機構から別途支給されます。

上記年額は現行法に基づき試算したものであり、制度の改正等により変動することがあ
ります。

加給年金額は上記年額に含めておりません。

上記年金の算定の基礎となる平均給与月額等には、試算時点での給料額、試算時点まで
に支給された期末手当等を基に算定しております。

【備　考】

１．

２．

３．

公立学校共済組合長崎支部　年金・給付班

令和〇年〇月〇日 試算

（概算額）

４．この試算書は、将来の年金額を保証するものではありません。

電話　０９５－８９４－３３４４

計

５．この試算額には、退職等年金給付（年金払い退職給付）は含めておりません。

令令和和1100年年0099月月～～ 2211  万万円円 （概算額）経過的職域加算額

（支給開始年月） （支給年額）
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    加給年金額③  

   共済組合の加入期間と他の厚生年金の期間を合算して 20 年以上あり、 

年年金金受受給給者者がが６６５５歳歳にに到到達達ししたた時時点点でで年金受給者と生計をともにしている 

場合で、下記に該当する方がいるときに、定額が加算されます。 

 

・65 歳未満の配偶者 

・18 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある子 

・20 歳未満の子で障害等級 1級又は 2級に該当する者 

※収入要件：850 万円未満又は所得が 655 万 5 千円未満 

ただし、収入または所得が超えている場合でも、定年等の理由（自己都合によらないも

の）により、年金受給者が６５歳に到達した日から５年以内に収入要件を満たすと見込

まれるときを含みます。 

※配偶者が自身の退職・老齢に係る年金（加入期間が 2200 年年以以上上のもの）や障

害の年金を受給している場合は、加給年金額は支給停止となります。 

 

【加算額】（令和５年度額） 

・配偶者  397,500 円 

・子（2人まで 1人につき） 228,700 円 

・子（3人目以降 1人につき） 76,200 円 
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 新３階：年金払い退職給付⑤  

  

次の全ての要件を満たすことで請求ができます。 

・６５歳以上であること 

・退職していること（共済組合の厚生年金制度に加入していないこと） 

・平成２７年１０月以後の１年以上引き続く組合員期間を有していること 

半分は有期年金、半分は終身年金となり、有期年金は 10 年、20 年又は一時金を選

択します。６５歳の時点で、再任用フルタイムなど共済組合の厚生年金制度に加入し

ている間は、請求できません。無職の場合、または働いていても再任用短時間などの

厚生年金制度に加入しない場合や、臨時的任用職員、会計年度任用職員などの日本年

金機構等の厚生年金制度に加入している場合は、請求できます。 

 受給中に死亡したときは、終身年金は終了。有期年金に残がある場合は、遺族に一

時金として支給します。 

 

 

 

 

 

  

  ＜令和５年度末に６０歳で退職する場合の参考例＞ 

   年金額（年額） 

有期年金 １０年 ４４，７００円 

２０年 ２２，４００円 

一時金 ４４６，９００円 

終身年金 １９，５００円 

※ 参考ですので、将来の年金額を保証するものではありません。 

  

  

  

  

退職 
【図例】 

65 歳 

引き続く 1 年以上 

組合員期間 
有期年金 

（10 年、20 年又は一時金を選択）  

75 歳又は 85 歳 

終身年金 

年⾦払い退職給付の請求のときに必要となりますので、退職時の

「退職⼿当の源泉徴収票」は⼤切に保管しておいてください。 
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３３  請請求求方方法法  

  

① 資格喪失後に支給開始年齢に到達する方 

 

・退職時に「退職届書」を所属所を通じて提出します。 

 ※退職届書を提出することにより、「年金待機者」として登録されます。 

・支給開始年齢の誕生日の２～３か月前に共済組合や年金事務所等、いずれかの機関

から年金請求に必要な書類が自宅あて送付されます。 

・支給開始年齢に到達後、年金請求書類を共共済済組組合合やや年年金金事事務務所所等等、、いいずずれれかかのの年年金金

機機関関窓窓口口にに提提出出ししまますす。。（（どどのの窓窓口口ででもも手手続続ききががででききまますす。。））  

※共済組合以外の期間がある場合もまとめて一括で手続きができます。 

 

 
② 在職中(※)に支給開始年齢に到達する方 

※ 一般組合員として在職中（正規職員、再任用フルタイムなど） 

 

・支部から所属所を通じて年金請求書類が送付されます。 

・支給開始年齢に到達後、年金請求書類を支支部部にに提出します。 

 （支給開始年齢の誕生日の時点で年金額が決定されます。） 

・資格喪失時に、退職改定請求書を支支部部にに提出します。 

（支給開始年齢の誕生日から資格喪失するまでの期間を追加して年金額を再決定

します。） 

※共済組合以外の期間がある場合もまとめて一括で手続きができます。 

 

年金受給 退職届書提出 請求書類配付 

資格喪失 

▼ 

支給開始年齢到達 

▼ 

請求書類提出 2～3か月前 

 

▼ 

期間イ 期間ア 年金受給 

年金請求書類提出 

支給開始年齢到達 

▼ 

資格喪失 

▼ 

退職改定請求書提出 
期間アで年金額計算 期間ア＋イで年金額再計算 

在職中のため年金は一部または全額停止 
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③ 退職後、共済組合以外の厚生年金被保険者である間に支給開始年齢に到達する方 

（退職後、民間会社や私立学校等に勤務している方、臨時的任用職員として勤務して

いる方が該当します。） 

 
・加入している年金機関（日本年金機構など）から年金請求書類が送付されます。 

・支給開始年齢に到達後、年金請求書類をいずれかの年金関係窓口に提出します。 

  ※共済組合以外の期間がある場合もまとめて一括で手続きができます。 

 

４４  年年金金のの支支給給ススケケジジュューールル    

 年金は、支給開始年齢の誕生日の前日が属する月の翌月分から支給されます。偶数月の 

１５日（土・日曜日の場合は直前の金曜日）に支給月の前月までの２ヶ月分が、請求時に 

指定した金融機関に振り込まれます。 

請求書を提出してから年金決定までに５か月程度かかります。初回の振込は、偶数月に

かかわらず、決定次第、随時振り込まれます。 

― 38 ―



- 39 - 

 

５５  年年金金決決定定後後にに送送付付さされれるる文文書書  

① 年金証書 

 年金請求書を提出した後、年金が決定され次第、請求書に記載した住所宛に送付さ

れます。 

② 改定通知書 

 退職時に退職改定請求書を提出後、その処理が完了次第送付されます。このほか、

年金額の改定（再就職による一部支給停止、物価スライド、法改正等）が行われるた

びに送付されます。 

③ 送金案内書 

 原則年 2回、6月と 12 月の中旬に送付されます。 

 

 電話照会の際などに、ご本人様確認のために必要な年金証書記号

番号が記載されています。大切に保管しておいてください。 

  

６６  年年金金のの繰繰上上げげ受受給給  

６０歳以降の希望する年齢から、老齢厚生年金や老齢基礎年金を繰り上げて受給する

ことができます。 

繰上げ受給をした場合は、繰上げた期間に応じて年金額が減額されます。減額率は現

在１１月月ああたたりり 00..44％％です。（昭和 37 年 4 月 1 日以前生まれの方の減額率は 0.5％です。） 

 

（１） 老齢厚生年金（２，３階部分）と老齢基礎年金（１階部分）の繰上げ 

 老齢厚生年金（特別支給分、他の公的年金を含む。）と老齢基礎年金を同同時時

にに繰り上げて受給することができます。どちらか片方のみの繰上げはできま

せん。 

 

    60 歳  ↓繰上げ請求     65 歳 

繰上げ支給による老齢厚生年金 

 繰上げ支給による老齢基礎年金 

 

【繰上げ請求ができる期間】 

60 歳から老齢厚生年金（特別支給分含む。）が支給される前までの間 

     【請求手続き】 

共共済済組組合合やや最最寄寄りりのの年年金金事事務務所所へ請求してください。 
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  （２）老齢基礎年金（１階部分）の繰上げ（（SS3366..44..11 以以前前生生ままれれのの方方）） 

     特別支給の老齢厚生年金の支給開始後に老齢基礎年金を繰り上げて受給する 

ことができます。 

 

60 歳  支給開始年齢 ↓繰上げ請求       65 歳 

特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金 

 繰上げ支給による老齢基礎年金 

 

【繰上げ請求ができる期間】 

特別支給の老齢厚生年金支給開始後から 65 歳までの間 

     【請求手続き】 

 最最寄寄りりのの年年金金事事務務所所へ請求してください。 

   

 

【参考】老齢基礎年金の繰上げについて 

 

   繰上げ後の老齢基礎年金の年金額 

    

     

            ×（1-0.004×               ） 

 

   （計算例） 

    満額の人が 60 歳（0 ヵ月）に繰り上げた場合（5 年繰上げ） 

    満額は 

 

    795,000×24％＝190,800 円 となるので 

    795,000－190,800＝604,200 

 

        繰上げ後の老齢基礎年金の年額   604,200 円 

・一度決められた減額率は、受給者の一生を通じて変更が認められません。 

・一度繰上げ請求すると、請求を取り消すことはできません。 

・繰上げ請求をした後は、原則として障害厚生年金（障害共済年金）や障害基礎

年金の請求はできません。 

・繰上げ請求をしても、加給年金額の加算や遺族厚生年金（遺族共済年金）の支給に

影響しません。 

795,000 

（令和 5年度満額） 

繰上げ請求月から 65 歳に達する

日の前月までの月数 

＜繰上げ受給の注意事項＞ 
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【繰上げ減額率早見表①】                

昭和 37 年 4 月 2 日以後生まれの方（ひと月当たりの減額率 0.4％） 

（単位：％） 

請求時の 

年齢 
0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月 

60 歳 24.0  23.6  23.2  22.8  22.4  22.0  21.6  21.2  20.8  20.4  20.0  19.6  

61 歳 19.2  18.8  18.4  18.0  17.6  17.2  16.8  16.4  16.0  15.6  15.2  14.8  

62 歳 14.4  14.0  13.6  13.2  12.8  12.4  12.0  11.6  11.2  10.8  10.4  10.0  

63 歳 9.6  9.2  8.8  8.4  8.0  7.6  7.2  6.8  6.4  6.0  5.6  5.2  

64 歳 4.8  4.4  4.0  3.6  3.2  2.8  2.4  2.0  1.6  1.2  0.8  0.4  

 

【繰上げ減額率早見表②】             

昭和 37 年 4 月 1 日以前生まれの方（ひと月当たりの減額率 0.5％） 

（単位：％） 

請求時の 

年齢 
0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月 

60 歳 30.0 29.5 29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24.5 

61 歳 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 18.5 

62 歳 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 

63 歳 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 

64 歳 6.0  5.5  5.0  4.5  4.0  3.5  3.0  2.5  2.0  1.5  1.0  0.5  

 

  希望される場合は、請求書を送付しますので、支部まで 

 ご連絡ください。 

  請求書の受付日の翌月分から年金支給となります。 

  

７７  年年金金のの繰繰下下げげ受受給給  

老齢厚生年金、老齢基礎年金は、６５歳から受け取らずに６６歳以降７５歳(※)の間

で繰り下げて増額した年金を受給することができます。増額率は、１１月月ああたたりり００．．７７％％

です。老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々に繰り下げることができます。 

６５歳から繰下げの請求をするまでの待機中（以後、「繰下げ待機中」という。）は、

年金の支給はありません。 

※S27.4.1 以前生まれの方は、繰下げの上限は７０歳までです。  
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【繰下げ増額率早見表】                 （単位：％） 

請求時の 

年齢 
0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月 

66 歳 8.4 9.1  9.8  10.5 11.2  11.9 12.6  13.3  14.0  14.7  15.4 16.1  

67 歳 16.8  17.5  18.2  18.9  19.6  20.3  21.0  21.7  22.4  23.1  23.8  24.5  

68 歳 25.2  25.9  26.6  27.3  28.0  28.7  29.4  30.1  30.8  31.5  32.2  32.9  

69 歳 33.6  34.3  35.0  35.7  36.4  37.1  37.8  38.5  39.2  39.9  40.6  41.3  

70 歳 42.0  42.7  43.4  44.1  44.8  45.5  46.2  46.9  47.6 48.3  49.0  49.7  

71 歳 50.4 51.1 51.8 52.5 53.2 53.9 54.6 55.3 56.0 56.7 57.4 58.1 

72 歳 58.8 59.5 60.2 60.9 61.6 62.3 63.0 63.7 64.4 65.1 65.8 66.5 

73 歳 67.2 67.9 68.6 69.3 70.0 70.7 71.4 72.1 72.8 73.5 74.2 74.9 

74 歳 75.6 76.3 77.0 77.7 78.4 79.1 79.8 80.5 81.2 81.9 82.6 83.3 

75 歳 84.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

 

 ６６歳以降で繰下げ受給を希望する時期に、支部または本部まで

ご連絡ください。請求書を送付します。 

 請求書の受付日の翌月分から年金支給となります。 

 

 

 

  

・日本年金機構など共済組合以外の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、

すべての老齢厚生年金を同時に繰下げることになります。 

・加給年金額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機中は、加給年金額を

受け取ることができません。 

・６５歳以降に老齢厚生年金制度に加入している場合、支給停止となる年金額に

ついては、増額の対象になりません。 

・繰下げ待機中に亡くなった場合、遺族の方からの請求が可能であれば、繰下げ

を行わなかった場合での年金額で決定し、過去分の年金額が未支給年金として

支払われます。ただし、請求した時点から５年以上前の年金は、時効により受

け取れません。 

＜繰下げ受給の注意事項＞ 

― 42 ―



- 43 - 

 

８８  再再就就職職等等にによよるる年年金金支支給給のの停停止止ににつついいてて  

(1) 再就職による年金の支給停止 

 ① 停止の要件 

年金受給者が再就職により厚生年金保険制度に加入している場合、賃金と年金の額

により年金の一部または全額が支給停止となります。 

 

再任用フルタイムの場合 

公立学校共済組合の組合員としての資格を有するため、厚生年金被保険者となり賃

金と年金の額により老齢厚生年金部分（２階部分のみ）の支給停止の計算を行います。

また、共済組合の厚生年金制度加入となるため、年金の３階部分にあたる「経過的職

域加算額」は全額支給停停止止となります。 

 

民間会社や私立学校に再就職した場合、臨時的任用職員の場合 

再就職先で厚生年金保険に加入した場合、賃金と年金の額により老齢厚生年金部分

（２階部分のみ）の支給停止の計算を行います。再任用フルタイムとは異なり厚生年

金制度が共済組合での加入ではないため、３階部分の「経過的職域加算額は全額支支給給

されます。 

 

再任用短時間の場合 

厚生年金保険に加入しないため年年金金はは全全額額支支給給さされれまますす。。 

  

②停止額の計算方法 

 賃金※１と年金の基本月額※２の合計額が「基準額」を超えた場合は、年金の全部ま

たは一部の支給が停止されます。支給停止の基準額は、「48 万円」です。 

計計算算方方法法  

支給停止月額＝｛（賃金＋年金の基本月額）－48 万円｝×１／２ 

 

※１ 賃金・・・当月の標準報酬月額＋(直近1年間の標準賞与額の合計÷12) 

例）標準報酬月額30万円､直近標準賞与額6月支給30万円、12月支給34万円の場合報酬月額相当

額は353,333円(30万円＋(30万円＋34万円)÷12) 
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８ 再就職等による年金支給の停止について 

(1) 再就職による年金の支給停止

 ① 停止の要件 

年金受給者が再就職により厚生年金保険制度に加入している場合、賃金と年金の額

により年金の一部または全額が支給停止となります。 

 

再任用フルタイムの場合 

公立学校共済組合の組合員としての資格を有するため、厚生年金被保険者となり賃

金と年金の額により老齢厚生年金部分（２階部分のみ）の支給停止の計算を行います。

また、共済組合の厚生年金制度加入となるため、年金の３階部分にあたる「経過的職

域加算額」は全額支給停止となります。 

 

民間会社や私立学校に再就職した場合、臨時的任用職員の場合 

再就職先で厚生年金保険に加入した場合、賃金と年金の額により老齢厚生年金部分

（２階部分のみ）の支給停止の計算を行います。再任用フルタイムとは異なり厚生年

金制度が共済組合での加入ではないため、３階部分の「経過的職域加算額は全額支給

されます。 

 

再任用短時間の場合 

厚生年金保険に加入しないため年金は全額支給されます。 

  

②停止額の計算方法 

 賃金※１と年金の基本月額※２の合計額が「基準額」を超えた場合は、年金の全部ま

たは一部の支給が停止されます。支給停止の基準額は、「48万円」です。 

計算方法 

支給停止月額＝｛（賃金＋年金の基本月額）－48万円｝×１／２ 

 

※１ 賃金・・・当月の標準報酬月額＋(直近1年間の標準賞与額の合計÷12) 

例）標準報酬月額30万円､直近標準賞与額6月支給30万円、12月支給34万円の場合報酬月額相当

額は353,333円(30万円＋(30万円＋34万円)÷12) 
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※２ 年金の基本月額・・・老齢厚生年金部分（２階部分のみ）の 12 分の 1 

例）老齢厚生年金部分（2階部分のみ）150万円の場合、基本月額は12万5千円（150万円÷12） 

 

【停止額計算例】 

・６５歳 

・再任用のフルタイムとして在職中 

・年金額・ ・ ・１６８万円（老齢厚生年金（特別支給）１４４万円，経過的職域加算額２４万円） 

・標準報酬月額・ ・ ・３２万円、直近１年間の標準賞与額・ ・ ・６０万円 

 

賃金＝３２万円＋６０万円×１／１２＝３７万円 

年金の基本月額＝１４４万円×１／１２＝１２万円 

停止額＝｛（３７万円＋１２万円）－４８万円｝×１／２＝５千円 

再任用フルタイムとして在職中のため、経過的職域加算額（旧３階部分）は全額支給停止 

年金支給額（１月当たり）＝１２万円－５千円＝１１万円５千円 

  

((22))  雇雇用用保保険険のの受受給給とと年年金金のの支支給給停停止止  

 65 歳未満の老齢厚生年金（特別支給）の受給者が雇用保険の失業給付(基本手当)を受

給すると、雇用保険の受給期間中は年金のうち、経過的職域加算額（旧３階部分）を除いた

全額が支給停止となります。 

 求職の申込みをする前に、失業給付の基本手当の額を確認し、老齢厚生年金（特別支

給）の額と比較してみてください。 

○公共職業安定所（ハローワーク）にて求職の申込みをした際は・・・ 

「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に「雇用保険受給資格者証」の写し

を添えて、年金機関窓口に必ず提出してください。（該当届は公立学校共済組合本部

ホームページでダウンロードできます。） 

  

９９  年年金金とと税税  

 公的年金は、所得税法上「雑所得」として取り扱われ、一定額（※）以上の年金は課税

対象となり、所得税を年金から源泉徴収することになっています。ただし給与所得のよう

に年末調整ができませんので確定申告を行い、所得税の精算をすることになります。 

 ただし、その年の年金収入の合計額が４００万円以下であって、公的年金等に係る雑所

得を除く所得金額が２０万円以下である方は、確定申告は不要とされています。 

 なお、障害年金と遺族年金は非課税です。 

 ※６５歳未満：１０８万円以上 

  ６５歳以上（老齢基礎年金の受給権がある方）：８０万円以上 

  ６５歳以上（老齢基礎年金の受給権がない方）：１５８万円以上 

  所得税 ＝ （年金額―社会保険控除、各種控除等） × ５．１０５％ 
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※２ 年金の基本月額・・・老齢厚生年金部分（２階部分のみ）の 12分の 1 

例）老齢厚生年金部分（2階部分のみ）150万円の場合、基本月額は12万5千円（150万円÷12） 

 

【停止額計算例】 

・６５歳 

・再任用のフルタイムとして在職中 

・年金額・ ・ ・１６８万円（老齢厚生年金（特別支給）１４４万円，経過的職域加算額２４万円） 

・標準報酬月額・ ・ ・３２万円、直近１年間の標準賞与額・ ・ ・６０万円 

 

賃金＝３２万円＋６０万円×１／１２＝３７万円 

年金の基本月額＝１４４万円×１／１２＝１２万円 

停止額＝｛（３７万円＋１２万円）－４８万円｝×１／２＝５千円 

再任用フルタイムとして在職中のため、経過的職域加算額（ 旧 ３ 階 部 分 ）は全額支給停止 

年金支給額（１月当たり）＝１２万円－５千円＝１１万円５千円 

 

(2) 雇用保険の受給と年金の支給停止 

 65 歳未満の老齢厚生年金（特別支給）の受給者が雇用保険の失業給付(基本手当)を受

給すると、雇用保険の受給期間中は年金のうち、経過的職域加算額（旧３階部分）を除いた

全額が支給停止となります。 

 求職の申込みをする前に、失業給付の基本手当の額を確認し、老齢厚生年金（特別支

給）の額と比較してみてください。 

○公共職業安定所（ハローワーク）にて求職の申込みをした際は・・・ 

「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に「雇用保険受給資格者証」の写し

を添えて、年金機関窓口に必ず提出してください。（該当届は公立学校共済組合本部

ホームページでダウンロードできます。） 

 

９ 年金と税 

 公的年金は、所得税法上「雑所得」として取り扱われ、一定額（※）以上の年金は課税

対象となり、所得税を年金から源泉徴収することになっています。ただし給与所得のよう

に年末調整ができませんので確定申告を行い、所得税の精算をすることになります。 

 ただし、その年の年金収入の合計額が４００万円以下であって、公的年金等に係る雑所

得を除く所得金額が２０万円以下である方は、確定申告は不要とされています。 

 なお、障害年金と遺族年金は非課税です。 

 ※６５歳未満：１０８万円以上 

  ６５歳以上（老齢基礎年金の受給権がある方）：８０万円以上 

  ６５歳以上（老齢基礎年金の受給権がない方）：１５８万円以上 

  所得税 ＝ （年金額―社会保険控除、各種控除等） × ５．１０５％ 
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【扶養親族等申告書について】 

 扶養親族等申告書は毎年１０月頃にご自宅に届きます。各種控除〔配偶者控除・扶養控

除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除〕を受ける場合は、扶養親族等申告書の提出が

必要です。 

 扶養親族等申告書の提出が必要な方は、次の①～⑥のいずれかに該当する方です。 

 

  

① 控除対象となる配偶者がいる。 

② 受給者本人が障害者である。 

③ 控除対象となる扶養親族（１６歳以上）がいる。 

④ 扶養親族（１６歳未満）がいる。 

⑤ 受給者本人が寡婦である。 

⑥ 受給者本人がひとり親である。 

  

１１００  年年金金受受給給者者のの各各種種届届けけ出出  

 年金受給者となられてから共済組合等に提出していただく書類やお届けいただくもの

は、次のようなものがあります。 

 

（（１１））毎毎年年提提出出すするるもものの  

●公的年金等の扶養親族等申告書（該当者のみ）※P.44 参照 

 年金の支給額から、配偶者控除、扶養控除などの所得控除を受けるために提出して

いただくものです。用紙は該当する方に送付されます。 

 

（（２２））適適宜宜届届出出等等をを必必要要ととすするるもものの  

① 年金受給権者受取機関変更届 

 年金の受領機関を変更する場合に届けるものです。 

 

② 年金受給権者再就職届書 

 常勤の公務員として再就職した場合に、再就職先の共済組合へ届けるものです。 

 

③ 議員在職支給停止届 

 国会議員、地方議員となった場合に届けるものです。 

 

④ 老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届 

 職業安定所（ハローワーク）に求職の申し込みをした際は、必ず届けてください。

この届け出が遅れると年金の払いすぎが生じ、返還していただくことになりますので、

ご注意ください。 

申申告告書書のの提提出出がが必必要要なな方方  
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⑤ 年金受給権者氏名変更届 

 年金受給者の氏名が変更となった場合に届けるものです。 

 

（（３３））報報告告いいたただだくくもものの  

① 加給年金額対象者が老齢厚生年金や障害給付を受けられることになったとき 

② 加給年金額対象者の死亡、離婚、生計維持関係の消滅 

③ 年金受給者の死亡 

  

＜住所を変更した場合＞ 

 年金受給中に住所を変更した場合は、市区町村役場で住民票の変更手続きを行うこと

で、自動的に変更されるので、共済組合への届出は不要ですが、変更されるまでに数か

月かかるため郵便局で転送の手続きをお願いします。 

 

１１１１  そそのの他他のの年年金金    

  障害厚生年金・・・在職中に初診日のある病気やけがによって、障害等級１～３ 

級に該当する場合に支給されます。 

           ２級以上に該当すると、障害厚生年金に加えて、「障害基礎年金」

も支給されます。 

           等級は、障害者手帳等との障害等級とは異なります。 

              

   遺族厚生年金・・・組合員又は組合員であった者が死亡した場合、その遺族に支給

支給されます。１８歳の年度末までの子（又は２０歳の年度末

までの障害のある子）がいる場合、「遺族基礎年金」も支給さ

れます。 

 

    公務障害年金・・・公務による障害により障害状態となった場合に、障害の状態で

ある間支給されます。 

   公務遺族年金・・・公務による傷病により亡くなられた場合で、遺族に支給されま

す。 

   どちらも公務外・通勤災害による場合は対象外となります。 
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１１２２  年年金金関関係係のの相相談談窓窓口口  

公立学校共済組合本部 年金相談窓口 
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－９－５ 

ＴＥＬ ０３－５２５９－１１２２（年金相談専用電話） 

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く。） 午前 9時～午後 5時 30 分 

公立学校共済組合長崎支部 
〒850-8570 長崎市尾上町３－１ 

ＴＥＬ ０９５－８９４－３３４４ 

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く。）午前9時～12時 午後1時～午後5時 

国家公務員共済組合連合会 年金部年金相談室 

〒102-8082 東京都千代田区九段南１－１－１０ 

ＴＥＬ ０３－３２６５－８１４１ 

日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部 

〒113-8441 東京都文京区湯島１－７－５ 

ＴＥＬ ０３－３８１３－５３２１ 

長崎県市町村職員共済組合 

〒850-0032 長崎市興善町６－７ 

ＴＥＬ ０９５－８２７－３１４０ 

年金事務所（日本年金機構）※電話番号はお客様相談室 

長崎北年金事務所 〒852-8502 長崎市稲佐町４－２２ 

           ＴＥＬ ０９５－８６１－１３５４ 

  長崎南年金事務所 〒850-8533 長崎市金屋町３－１ 

           ＴＥＬ ０９５－８２５－８７０１ 

  佐世保年金事務所 〒857-8571 佐世保市稲荷町２－３７ 

           ＴＥＬ ０９５６－３４－１１８９ 

  諫早年金事務所  〒854-8540 諫早市栄田町４７－３９ 

           ＴＥＬ ０９５７－２５－１６６２ 

  年金相談（ねんきんダイヤル） 

           ＴＥＬ ０５７０－０５－１１６５ 

           （ＩＰ電話等から ０３－６７００－１１６５） 
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年金加入記録年金加入記録のの確認方法確認方法はは？？

　登録していただければいつでもご自身の年金加入記録が確認できますので、ぜひご利

用ください。

　毎年、誕生月下旬頃にご自宅へ送付されます。年金の加入期間や加入実績に応じた年金額などが確認できます。

35歳、45歳、59歳の方には封書でより詳細な加入記録をお知らせしています。

　毎年７月頃にご自宅あてに送付されます。年金払い退職給付（３階部分）は、組合員の皆さんが個人毎に積み

立てた給付算定基礎額を基に支給されます。

　「給付算定基礎額残高通知書」は、最近の１年間（前年４月から３月まで）の「給付算定基礎額残高」などを

お知らせするものです。

？？
いつでも確認できる！

毎年送付しています！

地共済年金情報Webサイト

●ねんきん定期便

●年金払い退職給付の給付算定基礎額残高通知書

https：//www.chikyosai-nenkin-web.jp/ 地共済年金情報

１階、２階部分の内容です

公立学校共済組合
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－9－5
https://www.kouritu.or.jp/
電　　話  03-5259-1122
受付時間  月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　  午前9時から午後5時30分まで
　　　　  ※間違い電話が多くなっていますので、おかけ間違いのないよう
　　　　  　お願いします。
　　　　  ※電話によるご相談の内容は、正確にお聞きするため録音させて
　　　　  　いただいております。ご理解くださいますようお願いします。
　　　　  

問い合わせ先

両面を、ゆっくりとはがして、ご覧ください
（水に濡れている場合は、よく乾かしてからはがしてください。）

大切なお知らせ

円

円

円

円

円

月

月

月

月

月

月

月

月
月 月 月

円

円

円

円

円

３階部分の内容です

　通知の中に基礎年金番号の記載があります。 基礎年金番号 は、年金請求やiDeCo（個人型確定拠出年金）
等の手続きでも必要になりますので大切に保管しておいてください。

One
Point!

年
金
加
入
記
録
の
確
認
方
法
は
？

	 	福利ながさき　第216号	 5

参考：福利ながさき（令和３年５月発行　第２１６号）より抜粋
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◆◆宿宿泊泊施施設設特特別別利利用用者者証証ににつついいてて◆◆  

 

 全国にある各共済組合等の宿泊施設は、在職時は組合員証を提示すること

で、組合員料金でご利用いただくことができましたが、退職後は、「宿泊施設

特別利用者証」を提示することで、公立学校を退職された方であることを証

明し、組合員料金でご利用いただくことができます。 

 利用者証の交付を希望する場合は、当支部までご連絡ください。 
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